
 

 仕  様  書  

海上保安学校  

 １ 件  名  

    海上保安学校ボイラー運転業務（総務  単契）  

 

 ２ 目  的  

    海上保安学校内のボイラー機器類の管理及び運転を行わせるため  

 

 ３ 履行期間及び勤務時間  

  【履行期間】＜詳細は別紙１参照＞  

    令和７年４月１日から令和８年３月３１日の間で指定する日 

 

  【勤務時間】  

   （１）基本勤務時間  

    ① Ａ１（平日）１５時００分から２１時３０分まで（６時間３０分）  

      Ａ２（平日）１５時００分から２２時００分まで（７時間００分）  

      Ａ３（平日）０５時３０分から１４時００分まで（８時間３０分）  

      Ａ４（平日）１４時００分から２１時３０分まで（７時間３０分）  

      Ａ５（平日）１４時００分から２２時００分まで（８時間００分）  

    ② Ｂ１（休日）１５時００分から２０時３０分まで（５時間３０分）  

      Ｂ２（休日）１０時００分から１５時００分まで（５時間００分）  

      Ｂ３（休日）１５時００分から２２時００分まで（７時間００分）  

    ③ Ｃ１（休日）０７時１５分から１４時３０分まで（７時間１５分）  

      Ｃ２（休日）１４時３０分から２２時００分まで（７時間３０分）  

 

   （２）一般事項  

    ① 平日、休日は、海上保安学校学生の勤務日、休日をいう。  

    ② 業務の引継ぎは、勤務に就く前に確実に行うこと。  

     また、作業終了後は指示するボイラー運転日誌「別紙２」を記入し監督職

員に提出すること。  

    ③ 業務の都合または職員の不在等により、勤務日及び勤務時間帯を変更  

     する場合がある。（変更の連絡は、事前に電話ののち郵送またはメールで 

     「別紙３」を監督職員から送付）  

    ④ 事業者は毎月末に、翌月分の運転業務予定表を監督職員に提出すること 

     とする。また、病気等やむを得ない理由により交代を行う場合は監督職員 

     に連絡を行うともに、速やかに代わりの者を手配すること。  



 

    ⑤ 勤務中、機器の故障を発見、若しくは故障が発生した場合、可能な  

     限り復旧するものとし、復旧できない場合は速やかに監督職員まで連

絡すること。  

 

   （３）期間予定時間数  

       Ａ１   ８７日×６時間３０分＝ ５６６時間  

       Ａ２  １０２日×７時間００分＝ ７１４時間  

       Ａ３   ４０日×８時間３０分＝ ３４０時間  

       Ａ４   １５日×７時間３０分＝ １１３時間  

       Ａ５   ２６日×８時間００分＝ ２０８時間  

       Ｂ１   ３８日×５時間３０分＝ ２０９時間  

       Ｂ２   ３１日×５時間００分＝ １５５時間  

       Ｂ３   ２２日×７時間００分＝ １５４時間  

       Ｃ１   ３３日×７時間１５分＝ ２３９時間  

       Ｃ２   ３３日×７時間３０分＝ ２４８時間  

 

 ４ 履行場所及び作業員  

    履行場所 海上保安学校：京都府舞鶴市字長浜２００１番地 

         作業員 ボイラー運転員  

 

 ５ 諸条件  

    ボイラー技能講習修了証以上の資格を保有していること  

    各作業員の就業前に免状の写し等、確認の出来る書類を監督職員まで提出す 

    こと  

 

 ６ 業務の範囲  

    海上保安学校内でのボイラー機器類の管理及び運転、環境整備  

 

  ７ 代金支払  

       支払いは履行完了後、毎月払いとし、受注者は検査職員による検査合格

後、海上保安学校の指定する様式により請求書を作成し、提出すること。 

       なお、海上保安学校には受注者から適正な請求書を受理した後、３０日  

以内に受注者の指定する口座に請求代金を支払うものとする。  

    勤務時間は、作業員ごとに毎月初日から末日までの時間を合計し、勤務  

    に応じて支払う。なお３０分未満は切り捨て、３０分以上の場合は１時間 

    とする。  



 

 

 ８ その他  

  （１）本業務において知り得た当校の秘密事項は、他に漏洩してはならない。  

  （２）作業員にかかる交通費及び社会保険等の必要となる保険制度加入費用は、 

    事業者が負担するものとする。  

  （３）監督職員は、当該作業員の人物的・能力的な評価が業務実施に当たり著しく 

    低いと認められる時には、事業者に対して作業員の交代その他必要な措置を求 

    めることができるものとする。 

  （４）作業員が故意又は重大な過失により、設備及び物品等に損害を与えた場合、 

    事業者がこれらを賠償するものとする。  

  （５）その他本契約に関し、本仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑  

    義が生じた場合は、監督職員と事業者の協議により解決するものとする。  

  （６）本仕様書に記載の無い一般事項については、「海上保安学校入札・見積心 

    得書」による。 

  （７）本契約は、令和７年度予算の成立を条件とする。  


















